
東京アクアシンフォニー実行委員会 財務規程  新旧対照表 

 

改正案 現行 

第１条から第15条まで （現行のとおり） 

 

第 16 条 実行委員会は以下の各号に該当する場合は、第 14 条の定めによらず

随意契約により契約を締結することができる。なお、随意契約を締結する場

合は、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、原則として二人以上の

者から見積書を徴さなければならない。 

（１）及び（２） （現行のとおり） 

（３） 予定価格が以下に掲げるものに該当する場合 

（ア） 予定価格 300 万円未満の物品の買入れの契約 

（イ） 予定価格 200 万円未満の印刷物の制作の請負契約 

（ウ） 予定価格 200 万円未満の委託契約 

（エ） 予定価格 150 万円未満の物件等の借入れ 

（４） （現行のとおり） 

２ 次の各号の一に該当するときは、前項の定めによらず、競争させることな

く特定の一者と契約を締結することができる。 

  

 

（１） 特定の者と契約しなければ、契約の目的を達成することができない

契約 

 （２） 官公庁との契約 

 （３） 予定価格が 100 万円以下の契約 

 （４） 前各号に定めるもののほか、事務局長が特に必要と認める契約 

 

３ 前項により特定の一者と契約を締結する場合、前項第 3 号による契約を除

き、事務局長は特定の一者と契約する理由を明示して実行委員会の承認を受

第１条から第15条まで （略） 

 

第 16 条 実行委員会は以下の各号に該当する場合は、第 14 条の定めによらず

特定の一者と随意契約を締結することができる。 

 

 

（１）及び（２） （略） 

（３） 予定価格が以下に掲げるものに該当する場合 

（ア） 予定価格 160 万円未満の物品の買入れの契約 

（イ） 予定価格 100 万円未満の印刷物の制作の請負契約 

（ウ） 予定価格 100 万円未満の委託契約 

（エ） 予定価格 80 万円未満の物件等の借入れ 

（４） （略） 

２ 前項第３号により随意契約を締結する場合、契約条項その他見積りに必要

な事項を示して、原則として二人以上の者から見積書を徴さなければならな

い。ただし、予定価格が 50 万円未満の契約については、単数の見積書を徴取

するのみで差し支えないものとする。 

 

 

 

 

 

 

３ 第１項各号により特定の一者と契約を締結する場合、前項但書による契約

を除き、事務局長は特定の一者と契約する理由を明示して実行委員会の承認



けなければならない。なお、前項第 3 号により契約を締結する場合でも、契

約の相手方が特別の利害関係を有する場合は、事務局長は特定の一者と契約

する理由を明示して実行委員会の承認を受けなければならない。 

（契約書の作成等） 

第 17 条 （現行のとおり） 

２ （現行のとおり） 

（１） （現行のとおり） 

（２） 契約金額 150 万円未満の契約 

（３）及び（４） （現行のとおり） 

３ （現行のとおり） 

第 18 条 （現行のとおり） 

第 19 条 （現行のとおり） 

２ 会計年度終了前に実行委員会が解散する場合には、前項の承認を解散前の

実行委員会の会議で行うものとする。 

第 20 条から第 22 条まで （現行のとおり） 

 

附 則 

この規程は、令和７年９月１２日から施行する 

附 則 

この規程は、令和８年２月１２日から施行する 

附 則 

この規程は、令和８年２月１３日から施行する 

附 則 

この規程は、令和８年 月  日から施行する 

 

 

 

 

 

を受けなければならない。なお、前項但書により契約を締結する場合でも、

契約の相手方が特別の利害関係を有する場合は、事務局長は特定の１者と契

約する理由を明示して実行委員会の承認を受けなければならない。 

（契約書の作成等） 

第 17 条 （略） 

２ （略） 

（１） （略） 

（２） 契約金額 100 万円未満の契約 

（３）及び（４） （略） 

３ （略） 

第 18 条 （略） 

第 19 条 （略） 

２ 会計年度終了前に実行委員会が解散する場合には、前項の承認を解散前の

委員会で行うものとする。 

第 20 条から第 22 条まで （略） 

 

附 則 

この規程は、令和７年９月１２日から施行する 

附 則 

この規程は、令和８年２月１２日から施行する 

附 則 

この規程は、令和８年２月１３日から施行する 

 

 

 

 

 

 



別表  

 

 

別記第１号様式（第 11 条関係）から別記第５号様式（第 21 条関係）まで 

（現行のとおり） 

 

 

 

別表  

 

 

別記第１号様式（第 11 条関係）から別記第５号様式（第 21 条関係）まで 

（略） 

 

 

 


